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公 安 委 員 会 規 則
鳥取県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成31年３月29日

鳥取県公安委員会委員長 増 谷 立 夫

鳥取県公安委員会規則第２号

鳥取県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

鳥取県道路交通法施行細則（昭和35年鳥取県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第７条の２関係） 別表第２（第７条の２関係）

路線名 区間 路線名 区間

略 略

一般国道９号 岩美郡岩美町大字蒲生地内兵庫 一般国道９号 岩美郡岩美町大字蒲生地内兵庫

県境から米子市陰田町地内島根 県境から米子市陰田町地内島根

県境まで 県境まで

一般国道９号 岩美郡岩美町大字河崎267－２か

ら同町大字本庄地内一般国道９

号（山陰近畿自動車道）岩美イ

ンターチェンジまで

一般国道９号 岩美郡岩美町大字本庄地内一般

（山陰近畿自 国道９号（山陰近畿自動車道）

動車道） 岩美インターチェンジから鳥取

市福部町湯山地内一般国道９号

（山陰近畿自動車道）福部イン

ターチェンジまで

略 略

一般国道９号 鳥取市青谷町青谷地内一般国道 一般国道９号 鳥取市青谷町青谷地内一般国道

（山陰道） ９号（山陰道）青谷インター （山陰道） ９号（山陰道）青谷インター

チェンジから東伯郡湯梨浜町は チェンジから東伯郡湯梨浜町大

わい長瀬地内一般国道９号（山 字長瀬地内長瀬浜入口交差点ま

陰道）はわいインターチェンジ で

まで

略 略

主要地方道秋 鳥取市秋里地内一般国道９号と 主要地方道秋 鳥取市秋里地内一般国道９号と

里吉方線 接続する地点又は同市江津地内 里吉方線 接続する地点又は同市江津地内

一般国道９号と接続する地点か 一般国道９号と接続する地点か

ら同市天神町地内天神町交差点 ら同市天神町地内天神町交差点

まで まで

主要地方道鳥 鳥取市福部町細川地内細川西交

取福部線 差点から同市福部町湯山地内一

般国道９号（山陰近畿自動車

道）福部インターチェンジまで
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略 略

主要地方道米 米子市加茂町二丁目地内加茂町 主要地方道米 米子市加茂町二丁目地内加茂町

子境港線 二丁目交差点から境港市上道町 子境港線 二丁目交差点から境港市上道町

地内上道町交差点まで 地内上道町交差点まで

一般県道国安 鳥取市南栄町地内南栄町交差点

桂木線 から同市桂木地内津ノ井交差点

まで

略 略

一般県道鳥取 鳥取市湖山町東三丁目地内湖山 一般県道鳥取 鳥取市湖山町東三丁目地内湖山

港湖山停車場 東交差点から同市岩吉地内鳥取 港湖山停車場 東交差点から同市岩吉地内鳥取

線 市道岩吉安長線と接続する地点 線 市道岩吉安長線と接続する地点

まで まで

一般県道福部 鳥取市福部町細川地内細川西交

岩美線 差点から岩美郡岩美町大字河崎

地内岩美消防署前交差点まで

略 略

附 則

この規則は、平成31年４月１日から施行する。


